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意見書要旨及び都市計画決定権者の見解 

（鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業） 

番号 住所等 意見の要旨 都市計画決定権者(気仙沼市)の見解 

１ 気仙沼市新浜町二

丁目の住民 

（要旨１） 

今回の土地区画整理

事業区域の設定につい

て,主要地方道気仙沼唐

桑線で浜商栄会かもめ

通り商店街を土地区画

整理事業区域の内外に

分割した理由を示して

欲しい。 

 

（理由） 

浜商栄会かもめ通り

商店街は気仙沼市の最

も古い商店街のひとつ

であり，２０数店で構成

し，また，鹿折地区唯一

の商店街であるため。 

 

 

（見解） 

・気仙沼市震災復興計画において，Ｌ2クラス

の津波による浸水被害が想定される市街地で

は，住居系土地利用を誘導する盛土嵩上げゾー

ンと，住宅立地を制限し産業系土地利用を誘導

する低地ゾーンに市街地を再編整備する方針

としている。 

この方針に基づき，本土地区画整理事業で

は，既存都市機能の現状を踏まえ，エリア別の

土地利用方針を定め，公共施設物(道路・河川・

鉄道)などの地形・地物により施行区域を設定

している。 

 かもめ通り商店街の北側の区域については，

「今後の土地利用意向調査(H24.1)」の結果，

早期の自力再建要望が多い個所であったため，

早期事業再開を促進するべき区域として定め，

土地区画整理事業の施行区域から除くことと

している。 

 

 

 

 

（要旨２） 

現在低地ゾーンにある

商店街を盛土嵩上げゾー

ンへ換地移転して欲し

い。 

 

（理由） 

お客様（住民）の利便

性,商店街の立地を考慮

するため。 

 

（見解） 

換地設計は，今回の都市計画決定事項ではな

いが,商店街の位置については、まちづくりに

おける重要な要素として認識しており，商店街

の土地利用計画を含めた検討をしている。 

今後、事業計画を策定していく中で、意見を

踏まえながら住居系市街地への配置を検討し

ていきたいと考えている。 

 

 

 

 

気仙沼都市計画土地区画整理事業の決定 



- 2 - 

 

意見書要旨及び都市計画決定権者の見解 

（３・４・２ 鹿折駅浜線） 

番号 住所等 意見の要旨 都市計画決定権者(気仙沼市)の見解 

１ 気仙沼市東みなと

町の住民 

 ほか１名 

（要旨） 

新設する鹿折駅浜線の

計画法線について変更を

求める。 

（理由） 

・代替する計画法線の検

討の余地があると思う。

例として駅までの直線的

ルート。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

・私有財産権及び居住権

の侵害になるのではない

か。 

・計画法線内に自己所有

地がある。 

・建物撤去により建物所

有者等の負担も発生し，

また補償費などにより公

共の利益を損なうもので

はないか。 

 

 

 

 

（見解） 

 鹿折駅浜線は，気仙沼市震災復興計画に基づ

く鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業

と合わせた良好な市街地の形成及び盛土嵩上

げゾーンにおける災害時の救援・避難ルートと

して必要不可欠な路線となっている。 

 このため，本路線は，西側の都市計画道路片

浜鹿折線から東側については鹿折川を挟んだ

対岸の県道大島浪板線とをおおむね直角に接

続させる計画法線で安全性や走行性に配慮し

た配置としている。 

 また，計画法線選定にあたっては，既存家屋

や公共道路等への影響を十分に配慮し，鹿折川

に架かる橋の橋長をなるべく短くする等の経

済的な法線としている。           

従って，本計画は鹿折地区の円滑で迅速な復興

のために最適な計画と判断している。 

  

（見解） 

本路線の計画は，気仙沼市震災復興計画に基

づく鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事

業により施工されるものであり，鹿折地区の復

興のため，必要不可欠であり，公共性の高い事

業と考えている。 

また，土地区画整理事業により施工するた

め，土地は地権者に換地され，私有財産権や居

住権を犯すものではない。 

 市では，今後，土地区画整理事業についての

各地権者等との調整の中で，本都市計画道路計

画においても，広く市民の方々のご理解とご協

力を，求めていくこととする。 

気仙沼都市計画道路の変更 
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意見書要旨及び都市計画決定権者の見解（案） 

（志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業） 

番号 住所等 意 見 の 要 旨 都市計画決定権者(南三陸町)の見解 

１ 

 

南三陸町志津川字

助作の住民 

（要旨１） 

私の住所地が公園予定

地になっているとのこと

で，住居の建設ができな

い。これ以上，私の財産

をとらないでほしい。 

 

（見解） 

町では今次津波による復興の一つの方針と

して，住宅地や公共施設を高台に移転するとと

もに，津波等の自然災害による危険の著しい区

域について，災害危険区域を指定し，住居の用

に供する建築物の建築を禁止することとして

いる。 

当方針に基づき，今次津波で被災している助

作地区は，災害危険区域の指定を予定してお

り，今後事業計画を策定していく中で，地権者

の理解と協力を求めていくこととする。 

 また，当該地は公園用地としての買い取りで

はなく，土地区画整理事業の施行を予定してお

り，減歩後の土地は地権者に換地されることに

なるため，住居以外の土地として有効に活用す

ることが可能と考えている。 

 

（要旨２） 

志津川市街地の都市計

画案については，あまり

にも「夢物語」すぎるの

ではないか。 

 

 

（見解） 

志津川市街地の都市計画案は、平成23年12

月に策定した「南三陸町震災復興計画」に基づ

いて作成している。 

この計画は，東日本大震災による津波で，町

が壊滅的な被害を受けたことから，二度とこの

ような被害を受けないよう，単なる「復旧」に

とどまらない，町民誰もが安全・安心で，豊か

さを実感できる「復興」を遂げるための，新し

いまちづくりの指針として策定したものであ

る。また，土地利用については，海岸保全施設

整備等により防御だけではなく，住まいの高台

移転や低地の土地利用規制等を基本としてい

る。 

震災復興計画を実現するため、今後も引き続

き、まちづくり協議会をはじめとする地元の皆

様からのご意見を頂きながら志津川市街地の

基盤整備を推進していくこととする。 

志津川都市計画土地区画整理事業の決定 
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番号 住所等 意 見 の 要 旨 都市計画決定権者(南三陸町)の見解 

２ 

 

登米市南方町の仮

設住宅の住民 

 ほか４３名 

 

（要旨） 

・防潮堤と堤防の計画に

ついて、議論の余地を与

えてほしい。 

・復興特区の上書き権な

どを活用して，南三陸町

の風土に合わせた計画の

実現を希望する。 

 

（理由） 

・町の理念に基づいた，

町独自の復興の道を歩む

ことができる。 

・レベル１の津波に対し

て，蓄電池を活用した遠

隔操作可能な水門の整備

や,塩害に強い照葉樹林

を防潮林として波の力を

弱めるなど，南三陸町な

らではの自然の力を最大

限に活かした減災の道を

歩みたい。そうすれば，

防潮堤にかける予算も

1/10ですむだろう。 

・八幡川の東側は防潮堤

と盛土で商店街等を守

り，西側はそれより低い

緑地にして，津波を「い

なす」方法等，海の町の

地形と呼応した町独自の

復興が，震災からの学び

を後世に語り継ぐ大前提

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（見解） 

今回の都市計画決定に直接関係するもので

はないが，見解は以下の通りである。 

本県沿岸部の海岸堤防の計画高については，

県において検討し，国や県等の関係機関からな

る「宮城県沿岸域現地連絡調整会議」において

調整の上，人命や住民財産の保護等の観点か

ら，過去の津波の痕跡高さの記録等に基づき，

数十年から百数十年に一度程度発生する頻度

の高い津波の高さ等に対応できるよう定めた

ものである。また，志津川地区における八幡川

の整備については， 

①人為操作が不要。 

②水門は、開閉扉の不確実性が残る。 

③治水安全度(流下能力)の向上がより期待で

きる。 

④水門はメンテナンス費用が多大となる。 

等の理由から，これまでの水門方式ではなく堤

防方式を採用することとした。町ではこの整備

方針を「南三陸町震災復興計画策定会議」や町

議会に諮り，「南三陸町震災復興計画」で計画

の反映を行ったものである。 
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番号 住所等 意 見 の 要 旨 都市計画決定権者(南三陸町)の見解 

  （理由） 

・子どもたちが志津川の

地形から，人間としての

住まい方や命の循環を学

べる，胸を張って町民憲

章を世界に伝えられるよ

うな町にしたい。 

・防潮堤の高さとあり方

は町民全員の課題であ

り，それを住民が考える

過程を復興の土台にした

い。 

・町民が意見を述べ合い，

地形と呼応した町づくり

をすることで，町民は（復

興に向けて）がんばるこ

とができる。 

 

（見解） 

本計画については，4月に地元住民へ配布し

た「志津川地区復興まちづくりだより 第2号」

に掲載するとともに，4月末に開催した「志津

川市街地の土地利用計画に関する説明会」や個

別相談会でも説明を行っており，一定の住民周

知，合意形成は図られたものと考えている。 

なお、現在、県は防潮堤や河川堤防の整備計

画について、詳細を検討中であり、概ね計画案

が作成できた時点で、住民説明を行う予定と聞

いている。 

町の風土や地形に合った町独自のまちづく

りや住民主体のまちづくりについての意見は、

南三陸町のまちづくりの実行の方法に関する

ものであり、今後、まちづくり協議会をはじめ

とする地元の貴重な意見として、検討されるべ

き事項と考える。 
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番号 住所等 意 見 の 要 旨 都市計画決定権者(南三陸町)の見解 

３ 南三陸町志津川字

天王山の住民 

（要旨１） 

県のＴＰ８．７ｍの防

潮堤や河川バック堤の提

案について，町は正式に

受け入れを決定したので

しょうか。 

 

（理由） 

 新しいまちづくりは住

民が決めることである。 

 町は決定事項の報告

だけではなく，住民と協

議する場を設け、徹底的

に議論してほしい。 

 

（見解） 

今回の都市計画決定に直接関係するもので

はないが，見解は以下の通りである。 

本県沿岸部の海岸堤防の計画高については，

県において検討し，国や県等の関係機関からな

る「宮城県沿岸域現地連絡調整会議」において

調整の上，人命や住民財産の保護等の観点か

ら，過去の津波の痕跡高さの記録等に基づき，

数十年から百数十年に一度程度発生する頻度

の高い津波の高さ等に対応できるよう定めた

ものである。また，志津川地区における八幡川

の整備については， 

①人為操作が不要。 

②水門は、開閉扉の不確実性が残る。 

③治水安全度(流下能力)の向上がより期待で

きる。 

④水門はメンテナンス費用が多大となる。 

等の理由から，これまでの水門方式ではなく堤

防方式を採用することとした。町ではこの整備

方針を「南三陸町震災復興計画策定会議」や町

議会に諮り，「南三陸町震災復興計画」で計画

の反映を行ったものである。 

本計画については，4月に地元住民へ配布し

た「志津川地区復興まちづくりだより 第2号」

に掲載するとともに，4月末に開催した「志津

川市街地の土地利用計画に関する説明会」や個

別相談会でも説明を行っており，一定の住民周

知，合意形成は図られたものと考えている。 

なお、現在、県は防潮堤や河川堤防の整備計

画について、詳細を検討中であり、概ね計画案

が作成できた時点で、住民説明を行う予定と聞

いている。 

新しいまちづくりについての意見は、南三陸

町のまちづくりの実行の方法に関するもので

あり、今後、復興まちづくりを検討していく中

で貴重な意見として、参考にしたい。 
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番号 住所等 意 見 の 要 旨 都市計画決定権者(南三陸町)の見解 

  （要旨２） 

気仙沼市で県がしたよ

うに，ＴＰ高がわかる看

板を南三陸町でも設置し

てほしい。 

 

（理由） 

 縦覧される計画図は，

平面で実感がわかない。

（見解） 

防潮堤や河川堤防の計画高を示す看板の設

置については，住民の復興まちづくりに対する

理解を深めるために有効なものと考えられる

ため，事業主体である県にその旨を申し伝える

ものとする。 
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意見書要旨及び都市計画決定権者の見解（案） 

（志津川地区一団地の津波防災拠点市街地形成施設） 

番号 住所等 意見の要旨 都市計画決定権者(南三陸町)の見解 

１ 

 

登米市南方町の仮

設住宅の住民 

 ほか４３名 

 

 

（要旨） 

災害公営住宅につい

て，少人数世帯も木造長

屋式住宅に入居可能とし

てほしい。 

 

（理由） 

・住民の自立を促し，生

活の質を保ちながら新し

いコミュニティ再生を叶

えるためには，身近に花

を育てることができる環

境が必要である。 

 

（見解） 

災害公営住宅の構造については、今回の都市

計画決定事項に直接関係するものではないが、

災害公営住宅の整備については、限られた高台

の敷地に必要戸数を確保しなければならない

ため、希望者全員に木造長屋建住宅を供給する

ことは困難である。 

そのため木造長屋建住宅や木造戸建住宅へ

の入居は４人以上の世帯を対象とする方針と

している。 

なお、３人以下の少人数世帯に入居していた

だく鉄筋コンクリート造集合住宅は３～５階

建てとなる予定であるが、エレベーターの設置

や住戸内のバリアフリー化など高齢者に配慮

した構造とする予定である。 

また、集合住宅では全戸にバルコニーを設置

するとともに、可能な限り敷地内に共同花壇、

共同菜園を設置する方針としている。 

 

２ 

 

南三陸町志津川字

天王山の住民 

（要旨） 

 高台移転にあたり，公

共施設の整備計画につい

て，高齢者や障害者の包

括的施設の具体的な計画

を示してほしい。 

 町が事業運営困難であ

れば，民間委託の積極的

な導入を検討してほし

い。 

 

（理由） 

 公設民営で住民ニーズ

に対応してほしい。 

 

(見解） 

 今回都市計画変更を行う一団地の津波防災

拠点市街地形成施設の公益的施設では，子育て

拠点施設や生涯学習センター等を，また、既に

決定されている東地区の公益的施設では，保健

センターなどの高齢者や障害者の施設を配置

する計画である。 

今後，その運営方法も含めて，まちづくり協

議会をはじめとする様々な住民の意見を踏ま

えながら，さらに検討を進めていきたいと考え

ている。 

 

 

 

志津川都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設の変更 


